
入札・契約制度の改革 

１ 入札・契約制度の基本的な方針 

（１）基本的な考え方 

○ 区は、いわゆる「入札契約適正化法」と「品質確保法」に基づき、入札と契約にお

ける透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工・履行の確保、不正行為を排除

することを基本的な方針として、様々な論議を経て現在の入札契約制度を確立して

きた。

○ 近年、働き方改革への対応が進められている中、地域インフラの整備に携わる建設

業の中長期的な担い手の確保や、大規模災害等を想定し、地域の事業者の活力を将

来にわたって維持・向上させる取組の必要性が指摘されるなど、公契約を取り巻く

環境には変化が生じている。

○ 区は、発注する公共工事・公共サービスの品質を確保していくため、公共工事等の

入札契約手続きの適正性や公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境の

整備を推進する杉並区公契約条例の運用を令和３年度から開始し、令和２年度に行

った入札・契約制度の再構築についても令和３年度より運用を開始した。

（２）近年の取組状況

〇 令和８年４月以降発注する建設工事について、前払金の算定式を見直すことを決定

した。 

〇 委託契約にかかる長期継続契約について、令和７年度より労務費の変動を反映した

契約金額の変更を行うことを決定した。 

〇地方自治法施行令改正に伴い、区において少額随意契約ができる範囲を令和８年度

契約より拡大することを決定した。 
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２ 入札・契約制度改革の概要（工事） 

（１）入札・契約締結における透明性の確保のため実施した改革 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 6年 4月 入札経過調書の公表 入札終了後に閲覧方式で公表 

平成 10年 12月 予定価格の事後公表 
130 万円以上の案件で、入札終了

後、入札経過調書に記載 

平成 14年 4月 

郵送による入札 
3,000万円以上の案件は、入札書を

杉並郵便局止めで送付 

年間工事発注予定表の公表 250万円以上の発注予定案件 

ホームページの活用 

（入札経過調書、条件付一般競争入札の

発注案件公告、年間工事発注予定表等） 

入札情報や区からのお知らせを原

則としてホームページで公表 

平成 14年 9月 入札監視（外部評価委員会）の設置 
入札・契約制度を外部から監視す

る。適正化法の目的を具体化 

平成 15年 4月 年間工事発注予定表の公表範囲の拡大 130万円超える案件 

平成 16年 4月 

発注基準の事前公表 

3,000 万円以上の一般競争入札案

件は発注案件公告で、3,000万円未

満の案件は業種別の発注基準をホ

ームページで公表 

一者随意契約締結結果の公表 
随意契約した 130 万円超える案件

をホームページで公表 

平成 18年 4月 一者随意契約締結結果の理由を明示 
根拠法令のほか、随意契約の理由

を案件ごとに説明 

平成 19年 1月 

契約変更を行った案件の変更内容の公表、

一般競争入札に申し込み抽選で入札参加

できなかった者の公表 

締結後の事情により契約変更を

行った案件について、変更内容等

を公表 

平成 19年 4月 予定価格の事後公表の変更 

適正な積算を促すため、予定価格

3,000 万円以上の案件について

予定価格を事後公表 

平成 25年 4月 最低制限価格等の事後公表 

適正な積算を促すため、最低制限

価格及び低入札調査基準価格を

事後公表 

平成 30年 4月 建設共同企業体方式運用要綱の制定 

平成 23 年度から単年度時限的な

要綱により運用してきた建設共

同企業体方式について、恒久的要

綱を制定 

2



（２）公正な競争の促進のため実施した改革

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 14年 4月 一般競争入札の適用範囲拡大 
3,000万円以上の案件、区外業者

の入札参加枠を制度化 

平成 15年 4月 入札回数の限定 
予定価格公表の案件は 1回、その

他は３回 

平成 16年 4月 一般競争入札の適用範囲拡大 
500万円以上の案件 

公募型指名競争入札は廃止 

平成 17年 4月 一般競争入札の適用範囲拡大 

発注見込み額 500 万円以上の単

価契約案件 

これにより、予定価格 500万円以

上の案件は一般競争入札となる。 

平成 19年 4月 一般競争入札参加区外業者の拡大 

予定価格 3,000 万円以上３億円

未満の案件に参加できる区外業

者数を拡大 

平成 20年 4月 現場代理人の専任制の緩和 

区発注工事での現場代理人の常

駐義務を緩和し、区発注工事間で

の兼任を一部認める。 

平成 27年 4月 主任技術者の専任制の緩和 

杉並区発注工事であるなど一定

の条件を満たす場合、主任技術者

の専任が本来必要な工事にて兼

任を認める。 

平成 28年 6月 
現場代理人の専任制の緩和拡大 

主任技術者の専任制の緩和拡大 

建設業法改正に基づき、技術者の

専任を要する基準の引き上げと

現場代理人の兼任件数の拡大。 
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（３）適正な施工・履行の確保を図るため実施した改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 12年 12月 

低入札価格調査制度の導入 

2,000万円以上の案件 

※「杉並区低入札価格に関する調査規程」

を制定 

最低制限価格を下回っても、業者の技術力

等調査のうえ、契約の相手方を決定 

最低制限価格の設定 130万円超 2,000万円未満の案件 

平成 14年 10月 
履行成績不良事業者の入札参加指名停止

期間を延長 

「杉並区競争入札参加有資格者指名停止

基準」最長６月を１年間に延長 

平成 15年 4月 

中間検査の実施・成績評定制度の導入 1,000万円以上の案件 

納品時における低公害車の使用 

工事車両について、原則として低公害車

（非ディーゼル車で国又は７都県市指定）

を使用することを特記仕様書に付記（現在

は９都県市指定） 

平成 15年 7月 低入札価格工事に係る検査の強化 

低入札価格調査により契約の相手方とな

った業者の履行状況把握のため、中間検査

を実施 

平成 16年 4月 落札者の入札参加資格の制限 

同一業種・同一日の予定価格 3,000万円以

上の工事において、落札した業者は以後の

案件への参加資格を制限 

平成 20年 4月 
下請けセーフティネット債務保証事業に

係る譲渡制度の承認 

履行の確保、下請け業者への支払い保証の

ため、制度を活用した債権の譲渡を承認 

平成 21年 4月 

最低制限価格・低入札調査価格の設定金

額の範囲を拡大 

予定価格の 80％から３分の２の範囲内を

85％から３分の２に拡大 

低入札価格調査の対象業務を拡大 
設計・測量等の業務について、低入札価格

調査の適用を可能 

平成 21年 6月 

最低制限価格、低入札調査価格の算定基

準の改正と公表。 

最低制限価格、低入札調査価格の算定基準

を、①直接工事費②共通仮設費③現場管理

費④一般管理費に、一定の率を乗じて積算

する方式に改正し、公表。 

※積算により算定された額は、予定価格の

2/3から 85％の範囲内の額。 

最低制限価格・低入札調査の適用対象の

見直し 

低入札価格調査の対象を、予定価格 2,000

万円以上から予定価格 3,000 万円以上に

改め、予定価格 3,000万円未満はすべて最

低制限価格の対象案件に変更。 

平成 22年 4月 低入札価格調査に失格基準価格を追加 

低入札価格調査基準の範囲にて、契約の内

容に適合した履行がされないと認められ

る価格を失格基準価格として制定 
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入札・契約制度の改革 

１ 入札・契約制度の基本的な方針 

（１）基本的な考え方 

○ 区は、いわゆる「入札契約適正化法」と「品質確保法」に基づき、入札と契約にお

ける透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工・履行の確保、不正行為を排除

することを基本的な方針として、様々な論議を経て現在の入札契約制度を確立して

きた。

○ 近年、働き方改革への対応が進められている中、地域インフラの整備に携わる建設

業の中長期的な担い手の確保や、大規模災害等を想定し、地域の事業者の活力を将

来にわたって維持・向上させる取組の必要性が指摘されるなど、公契約を取り巻く

環境には変化が生じている。

○ 区は、発注する公共工事・公共サービスの品質を確保していくため、公共工事等の

入札契約手続きの適正性や公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境の

整備を推進する杉並区公契約条例の運用を令和３年度から開始し、令和２年度に行

った入札・契約制度の再構築についても令和３年度より運用を開始した。

（２）近年の取組状況

〇 令和８年４月以降発注する建設工事について、前払金の算定式を見直すことを決定

した。 

〇 委託契約にかかる長期継続契約について、令和７年度より労務費の変動を反映した

契約金額の変更を行うことを決定した。 

〇地方自治法施行令改正に伴い、区において少額随意契約ができる範囲を令和８年度

契約より拡大することを決定した。 
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２ 入札・契約制度改革の概要（工事） 

（１）入札・契約締結における透明性の確保のため実施した改革 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 6年 4月 入札経過調書の公表 入札終了後に閲覧方式で公表 

平成 10年 12月 予定価格の事後公表 
130 万円以上の案件で、入札終了

後、入札経過調書に記載 

平成 14年 4月 

郵送による入札 
3,000万円以上の案件は、入札書を

杉並郵便局止めで送付 

年間工事発注予定表の公表 250万円以上の発注予定案件 

ホームページの活用 

（入札経過調書、条件付一般競争入札の

発注案件公告、年間工事発注予定表等） 

入札情報や区からのお知らせを原

則としてホームページで公表 

平成 14年 9月 入札監視（外部評価委員会）の設置 
入札・契約制度を外部から監視す

る。適正化法の目的を具体化 

平成 15年 4月 年間工事発注予定表の公表範囲の拡大 130万円超える案件 

平成 16年 4月 

発注基準の事前公表 

3,000 万円以上の一般競争入札案

件は発注案件公告で、3,000万円未

満の案件は業種別の発注基準をホ

ームページで公表 

一者随意契約締結結果の公表 
随意契約した 130 万円超える案件

をホームページで公表 

平成 18年 4月 一者随意契約締結結果の理由を明示 
根拠法令のほか、随意契約の理由

を案件ごとに説明 

平成 19年 1月 

契約変更を行った案件の変更内容の公表、

一般競争入札に申し込み抽選で入札参加

できなかった者の公表 

締結後の事情により契約変更を

行った案件について、変更内容等

を公表 

平成 19年 4月 予定価格の事後公表の変更 

適正な積算を促すため、予定価格

3,000 万円以上の案件について

予定価格を事後公表 

平成 25年 4月 最低制限価格等の事後公表 

適正な積算を促すため、最低制限

価格及び低入札調査基準価格を

事後公表 

平成 30年 4月 建設共同企業体方式運用要綱の制定 

平成 23 年度から単年度時限的な

要綱により運用してきた建設共

同企業体方式について、恒久的要

綱を制定 

2



（２）公正な競争の促進のため実施した改革

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 14年 4月 一般競争入札の適用範囲拡大 
3,000万円以上の案件、区外業者

の入札参加枠を制度化 

平成 15年 4月 入札回数の限定 
予定価格公表の案件は 1回、その

他は３回 

平成 16年 4月 一般競争入札の適用範囲拡大 
500万円以上の案件 

公募型指名競争入札は廃止 

平成 17年 4月 一般競争入札の適用範囲拡大 

発注見込み額 500 万円以上の単

価契約案件 

これにより、予定価格 500万円以

上の案件は一般競争入札となる。 

平成 19年 4月 一般競争入札参加区外業者の拡大 

予定価格 3,000 万円以上３億円

未満の案件に参加できる区外業

者数を拡大 

平成 20年 4月 現場代理人の専任制の緩和 

区発注工事での現場代理人の常

駐義務を緩和し、区発注工事間で

の兼任を一部認める。 

平成 27年 4月 主任技術者の専任制の緩和 

杉並区発注工事であるなど一定

の条件を満たす場合、主任技術者

の専任が本来必要な工事にて兼

任を認める。 

平成 28年 6月 
現場代理人の専任制の緩和拡大 

主任技術者の専任制の緩和拡大 

建設業法改正に基づき、技術者の

専任を要する基準の引き上げと

現場代理人の兼任件数の拡大。 
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（３）適正な施工・履行の確保を図るため実施した改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 12年 12月 

低入札価格調査制度の導入 

2,000万円以上の案件 

※「杉並区低入札価格に関する調査規程」

を制定 

最低制限価格を下回っても、業者の技術力

等調査のうえ、契約の相手方を決定 

最低制限価格の設定 130万円超 2,000万円未満の案件 

平成 14年 10月 
履行成績不良事業者の入札参加指名停止

期間を延長 

「杉並区競争入札参加有資格者指名停止

基準」最長６月を１年間に延長 

平成 15年 4月 

中間検査の実施・成績評定制度の導入 1,000万円以上の案件 

納品時における低公害車の使用 

工事車両について、原則として低公害車

（非ディーゼル車で国又は７都県市指定）

を使用することを特記仕様書に付記（現在

は９都県市指定） 

平成 15年 7月 低入札価格工事に係る検査の強化 

低入札価格調査により契約の相手方とな

った業者の履行状況把握のため、中間検査

を実施 

平成 16年 4月 落札者の入札参加資格の制限 

同一業種・同一日の予定価格 3,000万円以

上の工事において、落札した業者は以後の

案件への参加資格を制限 

平成 20年 4月 
下請けセーフティネット債務保証事業に

係る譲渡制度の承認 

履行の確保、下請け業者への支払い保証の

ため、制度を活用した債権の譲渡を承認 

平成 21年 4月 

最低制限価格・低入札調査価格の設定金

額の範囲を拡大 

予定価格の 80％から３分の２の範囲内を

85％から３分の２に拡大 

低入札価格調査の対象業務を拡大 
設計・測量等の業務について、低入札価格

調査の適用を可能 

平成 21年 6月 

最低制限価格、低入札調査価格の算定基

準の改正と公表。 

最低制限価格、低入札調査価格の算定基準

を、①直接工事費②共通仮設費③現場管理

費④一般管理費に、一定の率を乗じて積算

する方式に改正し、公表。 

※積算により算定された額は、予定価格の

2/3から 85％の範囲内の額。 

最低制限価格・低入札調査の適用対象の

見直し 

低入札価格調査の対象を、予定価格 2,000

万円以上から予定価格 3,000 万円以上に

改め、予定価格 3,000万円未満はすべて最

低制限価格の対象案件に変更。 

平成 22年 4月 低入札価格調査に失格基準価格を追加 

低入札価格調査基準の範囲にて、契約の内

容に適合した履行がされないと認められ

る価格を失格基準価格として制定 
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実施時期 実施項目 主な取組内容 

平成 23年 4月 
地域建設業の資金調達強化策の導

入 

工事請負者の中間段階での資金調達を可能

とするため、「中間前払金制度」を導入する

とともに、「地域建設業経営強化融資制度」

を導入 

平成 24年 10月 工事成績優良者公表制度の創設 

請負業者の意欲を高め、より良い履行を確保

するため、技術力の高い事業者を適正に評価

し、その結果を公表する制度を創設 

平成 27年 9月 
最低制限価格・低入札調査の適用対

象の見直し 

最低制限価格の適用対象を予定価格3,000万

円未満から 5,000万円未満に拡大 

また、低入札調査の適用対象を予定価格

5,000万円以上に変更 

平成 28年 4月 
建設共同企業体（ＪＶ）発注する基

準の見直し 

ＪＶ発注とする基準の引き上げ 

・建築工事：3億円以上を 5億円以上   

・その他：1億円以上を 2億円以上また、２

ＪＶの場合、区内本店業者を 1社以上含め

ることに改正 

平成 29年 4月 

前払金限度額の引上げと算出式の

変更 

・限度額を２億円から４億円へ増額 

・契約金額の 2億 5千万円を超過する額に対

する算定割合を１割から２割へ変更 

契約保証金の割合の見直し 
契約金額５億以上の保証割合を 30％から

10％に引下げ 

最低制限価格・低入札調査価格の設定

金額の範囲を変更 

予定価格の１０分の８．５から３分の２の範

囲内を１０分の９から１０分の７の範囲に

変更 

平成 30年 4月 前払金対象工事の拡大 
契約金額 300万円以上、工期 60日以上等を契

約金額 130万円以上の工事に拡大 

令和３年４月 

工事における適正な品質及び履行の

確保 

 

区内事業者の受注機会確保に向けた

入札・契約制度の再構築 

①工事成績評定点のバランスを考慮しつつ、

地域貢献等評価点の対象拡大と対象とする発

注案件の予定価格を５千万円超の案件とし

た。 

②建設共同企業体の構成要件 

・２～３JVは区内に本店を置く者１者以上 

・４JVは区内に本店を置く者２者以上 

令和５年 10月 
最低制限価格・低入札調査価格の設定

金額の範囲を変更 

予定価格の１０分の９から１０分の７の範

囲内を１０分の９．２から１０分の７．５の

範囲に変更 
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実施時期 実施項目 主な取組内容 

平成 23年 4月 
地域建設業の資金調達強化策の導

入 

工事請負者の中間段階での資金調達を可能

とするため、「中間前払金制度」を導入する

とともに、「地域建設業経営強化融資制度」

を導入 

平成 24年 10月 工事成績優良者公表制度の創設 

請負業者の意欲を高め、より良い履行を確保

するため、技術力の高い事業者を適正に評価

し、その結果を公表する制度を創設 

平成 27年 9月 
最低制限価格・低入札調査の適用対

象の見直し 

最低制限価格の適用対象を予定価格3,000万

円未満から 5,000万円未満に拡大 

また、低入札調査の適用対象を予定価格

5,000万円以上に変更 

平成 28年 4月 
建設共同企業体（ＪＶ）発注する基

準の見直し 

ＪＶ発注とする基準の引き上げ 

・建築工事：3億円以上を 5億円以上   

・その他：1億円以上を 2億円以上また、２

ＪＶの場合、区内本店業者を 1社以上含め

ることに改正 

平成 29年 4月 

前払金限度額の引上げと算出式の

変更 

・限度額を２億円から４億円へ増額 

・契約金額の 2億 5千万円を超過する額に対

する算定割合を１割から２割へ変更 

契約保証金の割合の見直し 
契約金額５億以上の保証割合を 30％から

10％に引下げ 

最低制限価格・低入札調査価格の設定

金額の範囲を変更 

予定価格の１０分の８．５から３分の２の範

囲内を１０分の９から１０分の７の範囲に

変更 

平成 30年 4月 前払金対象工事の拡大 
契約金額 300万円以上、工期 60日以上等を契

約金額 130万円以上の工事に拡大 

令和３年４月 

工事における適正な品質及び履行の

確保 

 

区内事業者の受注機会確保に向けた

入札・契約制度の再構築 

①工事成績評定点のバランスを考慮しつつ、

地域貢献等評価点の対象拡大と対象とする発

注案件の予定価格を５千万円超の案件とし

た。 

②建設共同企業体の構成要件 

・２～３JVは区内に本店を置く者１者以上 

・４JVは区内に本店を置く者２者以上 

令和５年 10月 
最低制限価格・低入札調査価格の設定

金額の範囲を変更 

予定価格の１０分の９から１０分の７の範

囲内を１０分の９．２から１０分の７．５の

範囲に変更 
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（４）不正行為の排除の徹底を図るために実施した改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 12年 12月 

現場説明会の廃止 
入札仕様の説明会を廃止し、入札関係書類を

郵送方式に変更 

談合情報取扱基準の明確化 
「杉並区談合情報取扱規程」談合情報の公正

取引委員会への通知を含めた規程を制定 

予定価格の事前公表 

予定価格を探る行為による贈収賄を防ぐた

め、予定価格 2,000万円以上の案件について

予定価格を事前公表 

平成 14年 4月 
談合等不正行為による契約解除違約

金の設定 

契約条項に独占禁止法違反等による違約金

及び損害賠償の額を規定 

平成 14年 10月 指名停止基準の強化 

談合等の独占禁止法違反等、入札参加資格関

係資料の虚偽記載があった場合の指名停止

期間を延長 

平成 15年 4月 予定価格の事前公表の拡大 
130 万円以上の全入札案件の予定価格を事前

公表 

平成 22年 4月 指名停止基準の強化に伴う要綱制定 

指名停止期間等の強化を契機に、「杉並区競

争入札参加有資格者指名停止基準」を抜本的

に改正し新たに要綱として策定 

平成 23年 4月 暴力団等排除対策の実施 

区の契約からの排除の徹底を図るため、「対

策要綱の制定」、「警視庁との合意書の締結」

等により、暴力団等排除の取組を全庁的に推

進 

平成 27年 9月 予定価格の事前公表の拡大 
予定価格 5,000万円未満の案件について、予

定価格事前公表に対象拡大 

令和３年４月 

工事におけるダンピング対策と不調

案件防止策 

 

区内事業者の受注機会確保に向けた

入札・契約制度の再構築 

①最低制限価格の設定と予定価格を事前公

表する案件 

・予定価格 130万円超から５千万円未満 

②低入札調査基準価格を設定する発注案件 

・予定価格５千万円以上 
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（５）新たな入札・契約制度に向けての改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 13年 12月 
一般競争入札（総合評価方式）の

導入 

3,000万円以上の案件 

契約の目的や性質から価格競争による入札方

式により難い場合、予定価格の制限の範囲内

で、価格その他の条件を総合的に評価し、区

に最も有利な者を落札者とする方式 

平成 16年 12月 

東京電子自治体共同運営電子調達

サービスによる入札参加資格（業者

登録）申請の開始 

入札参加業者の負担軽減と経費の縮減を図るた

め、各市区町村で登録していた申請を一元化し、

インターネットを通じ、入札参加資格（業者登録）

の申請を開始 

これにより、１回の申請で入札参加を希望する自

治体等を複数選択できるようになるとともに、随時

登録により、いつでも業者登録が可能 

平成 17年 4月 
小規模工事等受注希望事業者登録

制度の創設 

区内中小事業者への受注機会の拡大と区内経

済の活性化に寄与する観点から、各部課で発注

する税込み予定価格が 130万円以下の小規模な

建設工事及び施設の修繕で、その内容が軽易か

つ履行の確保が容易なものについて、受注を希

望する区内中小建設業者を公募し、登録する制

度を開始 

平成 17年 10月 
東京電子自治体共同運営電子調達

サービスによる電子入札の開始 

入札執行の時期や量等を勘案し、これまで郵送

による入札を実施していた下記案件から実施 

（工事） 予定価格 3,000万円以上 

（委託） 予定価格 3,000万円以上 

（物品） 予定価格 1,000万円以上 

平成 19年 4月 電子入札の拡大 

（工事）予定価格 2,000万円以上 

（委託・賃貸借・物品） 

    入札及び見積競争の全案件 

平成 19年 12月 電子入札完全実施 
工事案件についても、原則全案件を電子入札で

実施 

平成 20年 4月 
標準契約書、標準契約条項、請書

の改正 

新財務システムの稼動に伴い、契約書式の改正

を実施 

平成 21年 4月 
履行遅延による違約金利率を 5％に

固定 

遅延防止法の利率に変えて、民法、国等の債権

管理の利率を適用 

平成 22年 1月 
施工能力等審査型総合評価制度を

導入 

入札価格が予定価格の範囲内であるもののうち、

価格点と施工能力評価点の合計である評価値の

最も高い者を落札者とする施工能力等審査型総

合評価制度を予定価格 3千万円超の案件にて試

行開始 

配点は、価格点=90×（1-入札価格÷予定価

格）、施工能力評価点=23点 

※平成２４年度から本格実施 
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実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 24年 6月 
技術実績評価型総合評価制度を導

入（試行） 

施工能力等審査型より規模の大きな工事を対象

とする方式で、価格点と技術点を同じ点数配分と

し、工事全般に係る一般的な技術力や社会的信

頼性等へのウェイトを高くした技術実績評価型総

合評価制度を試行導入 

令和２年４月 標準契約条項の改正 
改正民法に対応し、履行遅延による違約金利率

の根拠の明確化等、標準契約条項を改正 

令和３年１月 請書の契約条件の改正 
請書記載の契約条件を改正民法に対応した記載

の見直し 

令和３年４月 
区内事業者の受注機会確保に向け

た入札・契約制度の再構築 

区内事業者の受注機会の確保  

○区内事業者限定の発注枠の拡大 

工事 予定価格 ２億円以上 

○工事における地域要件の変更 

予定価格２億円以上５億円未満の発注案件の

区外事業者の参加は、区内事業者入札参加数の

概ね１割、最低２社以上とする。 

工事におけるダンピング対策と不調案件防止策 

①最低制限価格の設定と予定価格を事前公表す

る案件 

・予定価格 130万円超から５千万円未満 

②低入札調査基準価格を設定する発注案件 

・予定価格５千万円以上 

工事における適正な品質及び履行の確保 

①工事成績評定点のバランスを考慮しつつ、地

域貢献等評価点の対象拡大と対象とする発注案

件の予定価格を５千万円超の案件とした。 

②建設共同企業体の構成要件 

・２～３JVは区内に本店を置く者１者以上 

・４JVは区内に本店を置く者２者以上 

令和６年 10月 電子契約システムの導入 
一部の契約を対象にクラウドサービスによる電子

契約システムを導入 
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３ 入札・契約制度改革の概要（委託・賃貸借） 

（１）入札・契約締結における透明性の確保のため実施した改革 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 10年 12月 予定価格の事後公表 

50 万円以上の案件で、入札を実施する工

事案件に関連する地盤測量・設計委託のみ

公表 

平成 14年 4月 

郵送による入札 
3,000万円以上の案件は、入札書を杉並郵

便局止めで送付 

ホームページの利用 

（入札経過調書、条件付一般競争入札の

発注案件公告等） 

入札情報や区からのお知らせを原則とし

てホームページで公表 

平成 14年 10月 予定価格の事前公表 

3,000万円以上 

清掃管理委託、工事設計等の区の積算価格

によるもの 

平成 16年 4月 

予定価格の事前公表範囲の拡大 
1,000万円以上の清掃管理委託で、区の積

算価格によるもの 

一者随意契約締結結果の公表 
随意契約した 50 万円以上の案件をホーム

ページで公表 

平成 18年 4月 
一者随意契約締結結果における随契理由

の具体的明示。 

根拠法令のほか、随意契約の理由を案件

ごとに説明 

平成 19年 4月 
一般競争入札の拡大 

（19年度 10件） 

予定価格 2,000 万円以上の案件を一般競

争入札で実施 

平成 20年 4月 年間発注予定の公表 

予定価格 2,000万円以上の委託・賃貸借、

予定価格 1,000 万円以上の物品案件につ

いて年間発注予定を公表 

平成 21年 4月 プロポーザル実施取扱要綱を策定 
プロポーザルによる契約の相手方決定の

指針を要綱制定 
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（２）適正な施工・履行の確保を図るため実施した改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 14年 10月 最低制限価格の設定 3,000万円以上 

平成 17年 4月 落札者の入札参加資格の制限 

同一業種・同一日の予定価格 3,000万円以

上の委託案件において、落札した業者は、

以後の案件への参加資格を制限 

平成 18年 1月 
長期継続契約を締結できる契約を定める

条例の制定 

委託業務、賃貸借契約について、その性質

上、長期契約を締結することが適切な案件

について、条例を定めて契約締結。履行の

確保のため、委託業務に関する個別業務評

価を義務付け 

平成 19年 4月 最低制限価格の適用範囲を拡大 

過度な競争による履行の低下等を防ぐた

め、最低制限価格を予定価格 2,000万円以

上の案件、派遣業務に拡大 

平成 20年 4月 履行評価の実施 

長期継続契約等の実施と、良好な履行によ

る区民サービスの向上を図るため、検査の

ほか履行評価を実施 

平成 21年 4月 

低入札価格調査を委託案件に適用できる

ように対象業務拡大 

法令に適合した契約及び契約業務の良好

な履行のため、請負業務等の人件費比率の

高い業務に、低入札価格調査を導入 

履行遅延による違約金利率を 5％に固定 
遅延防止法の利率に変えて、民法、国等の

債権管理の利率を適用 
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実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 22年 4月 

最低制限価格の適用範囲を拡大 

一部の過度な競争による履行の低下等を

防ぐため、必要と認める場合は予定価格

500 万円以上の委託案件について適用拡

大 

労働関係法令遵守の確認制度の導入 

適切な履行を確保するため、役務提供を

主とした業務について、事業者に対して

労働関係法令遵守の確認を実施 

平成 23年 4月 労働関係法令遵守の確認制度の充実 

確認書の提出にあたって、新たに「雇用

従事者の最低賃金額」を具体的に明記さ

せるとともに、受託業者と区との直接面

談による確認を「原則として年２回以上」

に改正 

平成 24年 6月 
社会保険労務士による委託先事業者の労

働環境の調査確認を実施 

適正な労働環境整備の一環として、外部

の専門知識を有する社会保険労務士に委

託し、書類確認、現地調査、従事者ヒア

リングなどを実施 

令和５年 10月 最低制限価格の設定金額の範囲を変更 

予定価格の１０分の９から１０分の７の

範囲内を１０分の９．２から１０分の７．

５の範囲に変更 

 

（３）不正行為の排除の徹底を図るために実施した改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 12年 12月 

現場説明会の廃止 
入札室で実施していた入札仕様の説明会

を廃止し、入札関係書類を郵送方式に変更 

談合情報取扱基準の明確化 

「杉並区談合情報取扱規程」談合情報の公

正取引委員会への通知を含めた規程を制

定 

平成 21年 4月 区内支店業者の実態調査の強化 

一般競争の拡大に伴い、区内に代理人を置

き、支店等を設置する業者が増加。実態が

ない場合もあり、提出書類による厳格な審

査と訪問調査を実施 
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実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 22年 4月 指名停止基準の強化に伴う要綱制定 

指名停止期間等の強化を契機に、「杉並区

競争入札参加有資格者指名停止基準」を抜

本的に改正し新たに要綱として策定 

平成 23年 4月 暴力団等排除対策の実施 

区の契約からの排除の徹底を図るため、

「対策要綱の制定」、「警視庁との合意書の

締結」等により、暴力団等排除の取組を全

庁的に推進 

 

（４）新たな入札・契約制度に向けての改革 
 

実施時期 実 施 項 目 主な取組内容 

平成 26年 3月 
簡易型総合評価方式（随意契約）の 

試行 

契約の目的や性質から価格競争による

入札方式により難い場合、価格その他

の条件を総合的に評価し、区に最も有

利な者を選定する方式を試行 

令和２年４月 標準契約条項の改正 

改正民法に対応し、履行遅延による違

約金利率の根拠の明確化等、標準契約

条項を改正 

令和３年１月 請書の契約条件の改正 
請書記載の契約条件を改正民法に対応

した記載の見直し 

令和３年４月 
区内事業者の受注機会確保に向けた入

札・契約制度の再構築 

区内事業者の受注機会の確保  

○区内事業者限定の発注枠の拡大 

委託 予定価格 ４千万円未満 

物品 予定価格 ３千万円未満 

令和７年４月 区内事業者の受注機会の確保 
○区内事業者限定の発注枠 

委託 予定価格 ５千万円未満に拡大 
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杉
並
区
で
実
施
し
て
い
る
工
事
の
契
約
方
式
（
令
和
６
年
度
）
 

地
方
自
治
法
に

よ
る
入
札
形
態
 

杉
並

区
方

式
 

形
 
態
 

予
定
価
格
 

内
 
 
容
 

参
加
資
格
条
件
等
 

一
般
競
争
入
札
 

一
般

競
争

入
札
 

50
0
万
円
以
上
 

事
前
に
条
件
を
付
し
た
工
事
の

公
告
を
行
い
、
条
件
を
満
た
す
入

札
参
加
申
込
者
に
よ
り
競
争
入

札
を
実
施
す
る
方
式
 

東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
杉
並
区
登
録
業
者
、
共
同
運
営

格
付
、
IS
O
認
証
取
得
（
区
外
業
者
）、

経
営
事
項
審
査
標
準

点
、
監
理
技
術
者
の
工
事
現
場
へ
の
設
置
等
の
条
件
を
設
定
 

区
内
業
者
は
条
件
を
満
た
せ
ば
全
て
入
札
に
参
加
、
区
外
業

者
は
、
２
億
円
以
上
は
区
内
参
加
業
者
数
の
１
割
（
最
低
２

者
）、

５
億
円
以
上
は
無
制
限
に
参
加
で
き
る
。
 

一
般

競
争

入
札
 

（
総
合
評
価
方
式
）
 

５
千
万
円
以
上
 

契
約
の
目
的
や
性
質
か
ら
価
格
競

争
に
よ
り
難
い
場
合
、
価
格
そ
の

他
の
条
件
を
総
合
的
に
評
価
し
て

落
札
者
を
決
定
す
る
方
式
 

実
績
 

平
成

14
年
度
 
杉
並
公
会
堂
の
改
築
（
工
事
と
維
持
管
理

運
営
）
に
あ
た
り
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
採
用
し
、
契
約
の
相
手
方

を
決
定
。
 

平
成

18
年
度
 
杉
並
芸
術
会
館
舞
台
機
構
・
照
明
設
備
・

音
響
設
備
の
３
工
事
に
適
用
。
 

落
札
業
者
は
、
学
識
経
験
者
を
加
え
た
「
審
査
委
員
会
」
で

決
定
。
 

平
成

21
年
度
 
施
工
能
力
等
審
査
型
を
試
行
開
始
、
平
成

24
年
度
よ
り
本
格
実
施
。
 

平
成

24
年
度
技
術
実
績
評
価
型
を
試
行
開
始
 

指
名
競
争
入
札
 

指
名

競
争

入
札
 

13
0
万
円
を
超
え
 

50
0
万
円
未
満
 

入
札
参
加
者
を
指
名
し
た
う
え
で

競
争
入
札
を
行
う
方
式
 

杉
並
区
登
録
業
者
の
中
か
ら
、
杉
並
区
で
の
工
事
実
績
、
経

営
事
項
審
査
総
合
評
点
、
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
格
付
、

地
域
要
件
等
を
考
慮
し
て
入
札
参
加
業
者
を
指
名
す
る
。
 

随
意

契
約

 
随

意
契

約
 

13
0
万
円
以
下
 

見
積
競
争
等
に
よ
り
業
者
を
決

定
 

一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
に
該
当
し
な
い
範
囲
で
実

施
。
見
積
書
を
業
者
か
ら
提
出
さ
せ
る
。
 

13



杉
並
区
で
実
施
し
て
い
る
委
託
・
物
品
の
契
約
方
式
（
令
和
６
年
度
）
 

地
方
自
治
法
に

 

よ
る
入
札
形
態

 

杉
並

区
方

式
 

形
 
態

 
予
定
価
格

 
内
 
 
容

 
参
加
資
格
条
件
等

 

一
般
競
争
入
札

 

一
般
競
争
入
札

 

委
託
・
賃
貸
借

 

２
千
万
円
以
上

 

物
品

 

１
千
万
円
以
上

 

事
前
に
条
件
を
付
し
た
委
託
の
公

告
を
行
い
、
条
件
を
満
た
す
入
札

参
加
申
込
者
に
よ
り
競
争
入
札
を

実
施
す
る
方
式

 

杉
並
区
登
録
業
者
、

IS
O
認
証
取
得
、
東
京
電
子
自
治
体
共

同
運
営
格
付
、
契
約
実
績
等
の
条
件
を
設
定
。

 

一
般
競
争
入
札

 

（
総
合
評
価
方
式
）

 
５
千
万
円
以
上

 

契
約
の
目
的
や
性
質
か
ら
価
格

競
争
に
よ
り
難
い
場
合
、
価
格
そ

の
他
の
条
件
を
総
合
的
に
評
価

し
て
落
札
者
を
決
定
す
る
方
式

 

杉
並
公
会
堂
の
改
築
（
工
事
と
維
持
管
理
運
営
）
に
あ
た
り

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
採
用
し
、
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
実
績

が
あ
る
。
落
札
業
者
は
、
学
識
経
験
者
を
加
え
た
「
審
査
委

員
会
」
で
決
定
。

 

指
名
競
争
入
札

 
指
名
競
争
入
札

 

委
託
 

5
0
万
円
を
超
え

 

 
 
 
２
千
万
円
未
満

 

物
品
 

8
0
万
円
を
超
え

 

 
 
 
１
千
万
円
未
満

 

賃
貸
借

4
0
万
円
を
超
え

 

 
 
 
２
千
万
円
未
満

 

入
札
参
加
者
を
指
名
し
た
う
え
で

競
争
入
札
を
行
う
方
式

 

杉
並
区
登
録
業
者
の
中
か
ら
、
杉
並
区
で
の
契
約
実
績
、
東

京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
格
付
、
履
行
能
力
等
を
考
慮
し
て

入
札
参
加
業
者
を
指
名
す
る
。

 

随
意

契
約

 
随

意
契

約
 

委
 
託
 

5
0
万
円
以
下

 

物
 
品
 

8
0
万
円
以
下

 

賃
貸
借
 

4
0
万
円
以
下

 

見
積
競
争
等
に
よ
り
業
者
を
決
定

 

一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
に
該
当
し
な
い
範
囲
で
実

施
。
見
積
書
を
業
者
か
ら
提
出
さ
せ
る
。

 

委
託
契
約
に
お
け
る
簡
易
型
総
合
評
価
の
試
行
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令
和
６
年
度

 
入

 
札
 
結

 
果

 
一
 
覧
 

令
和
７
年
６
月
９
日
現
在

 

入
札
方
式

 

 項
 
 
目

 

一
般
競
争
入
札

 
指
名
競
争
入
札

 
合
 
計

 

件
 

 
 
数

 

令
和
６
年
度

 
３
７
６
件
（３
４
．
５
６
％
） 

７
１
２
件
（６
５
．
４
４
％
） 

１
，
０
８
８
件
（１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

 
３
５
２
件
（３
３
．
０
８
％
） 

７
１
２
件
（６
６
．
９
２
％
） 

１
，
０
６
４
件
（１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

 
３
０
７
件
（３
０
．
６
１
％
） 

６
９
６
件
（６
９
．
３
９
％
） 

１
，
０
０
３
件
（１
０
０
％
） 

予
定
価
格

 

（
税
込
）

 

令
和
６
年
度

 
２
４
，
３
２
３
，
０
２
７
，
１
３
３
円
（８
３
．
４
１
％
） 

４
，
８
３
６
，
４
３
２
，
８
２
６
円
（１
６
．
５
９
％
） 

２
９
，
１
５
９
，
４
５
９
，
９
５
９
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

 
２
１
，
９
６
４
，
５
４
９
，
２
５
７
円
（８
５
．
５
１
％
） 

３
，
７
２
１
，
６
５
４
，
１
５
３
円
（１
４
．
４
９
％
） 

２
５
，
６
８
６
，
２
０
３
，
４
１
０
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

 
１
３
，
１
０
９
，
８
３
０
，
１
４
６
円
（７
７
．
５
８
％
） 

３
，
７
８
８
，
０
９
９
，
０
０
４
円
（２
２
．
４
２
％
） 

１
６
，
８
９
７
，
９
２
９
，
１
５
０
円
（
１
０
０
％
） 

契
約
金
額

 

（
税
込
）

 

令
和
６
年
度

 
２
３
，
３
１
４
，
３
６
７
，
５
３
７
円
（８
３
．
８
７
％
） 

４
８
４
，
５
４
６
，
１
１
３
円
（１
６
．
１
３
％
） 

２
７
，
７
９
８
，
９
１
３
，
６
５
０
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

 
２
１
，
１
６
０
，
４
５
２
，
３
４
６
円
（８
５
．
９
３
％
） 

３
，
４
６
５
，
５
４
１
，
１
３
５
円
（１
４
．
０
７
％
） 

２
４
，
６
２
５
，
９
９
３
，
４
８
１
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

 
１
２
，
３
６
３
，
４
２
４
，
５
５
２
円
（７
８
．
１
９
％
） 

３
，
４
４
９
，
１
９
６
，
７
７
７
円
（２
１
．
８
１
％
） 

１
５
，
８
１
２
，
６
２
１
，
３
２
９
円
（
１
０
０
％
） 

平
均
落
札
率

 

（
過
去
４
年
度
）

 

令
和
６
年
度

 
９
４
．
３
５
％

 
９
２
．
５
１
％

 
９
３
．
１
５
％

 

令
和
５
年
度

 
９
４
．
３
９
％

 
９
２
．
２
２
％

 
９
２
．
９
４
％

 

令
和
４
年
度

 
９
３
．
４
９
％

 
９
２
．
１
４
％

 
９
２
．
５
５
％

 

令
和
３
年
度

 
９
３
．
１
８
％

 
９
１
．
５
０
％

 
９
２
．
０
２
％
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令
和
６
年
度
 
工
事
入
札
結
果
一
覧

 

令
和
７
年
６
月
９
日
現
在

 

入
札
方
式

 

項
 
 
目

 

一
般
競
争
入
札

 
指
名
競
争
入
札

 
合
 
計

 

件
数

 

令
和
６
年
度

２
９
６
件
（８
７
．
３
２
％
） 

４
３
件
（１
２
．
６
８
％
） 

３
３
９
件
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

２
８
１
件
（８
６
．
４
６
％
） 

４
４
件
（１
３
．
５
４
％
） 

３
２
５
件
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

２
４
５
件
（８
６
．
８
８
％
） 

３
７
件
（１
３
．
１
２
％
） 

２
８
２
件
（
１
０
０
％
） 

予
定
価
格
（
税
込
） 

令
和
６
年
度

２
１
，
９
５
５
，
７
５
４
，
３
６
３
円
（９
６
．
０
１
％
） 

９
１
２
，
４
６
５
，
３
７
８
円
（３
．
９
９
％
） 

２
２
，
８
６
８
，
２
１
９
，
７
４
１
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

１
８
，
８
３
８
，
８
９
７
，
９
７
７
円
（９
９
．
３
８
％
） 

１
１
７
，
０
１
５
，
８
５
０
円
（０
．
６
２
％
） 

１
８
，
９
５
５
，
９
１
３
，
８
２
７
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

１
０
，
６
９
０
，
５
０
１
，
１
３
６
円
（９
８
．
８
９
％
） 

１
２
０
，
２
３
０
，
６
９
３
円
（１
．
１
１
％
） 

１
０
，
８
１
０
，
７
３
１
，
８
２
９
円
（
１
０
０
％
） 

契
約
金
額
（
税
込
） 

令
和
６
年
度

２
１
，
１
７
５
，
７
９
６
，
３
５
５
円
（９
６
．
１
９
％
） 

８
３
９
，
０
１
５
，
７
０
５
円
（３
．
８
１
％
） 

２
２
，
０
１
４
，
８
１
２
，
０
６
０
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

１
８
，
２
０
４
，
２
０
８
，
１
６
７
円
（９
９
．
０
６
％
） 

１
７
２
，
０
８
６
，
２
７
０
円
（０
．
９
４
％
） 

１
８
，
３
７
６
，
２
９
４
，
４
３
７
円
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

１
０
，
１
１
３
，
７
１
５
，
２
７
１
円

 
（９
８
．
８
８
％
） 

１
１
４
，
３
６
６
，
６
５
３
円

 
（１
．
１
２
％
） 

１
０
，
２
２
８
，
０
８
１
，
９
２
４
円

 
（１
０
０
％
） 

平
均
落
札
率

 

（
過
去
４
年
度
）

 

令
和
６
年
度

９
５
．
１
３
％

 
９
７
．
２
２
％

 
９
５
．
４
０
％

 

令
和
５
年
度

９
４
．
８
４
％

 
９
６
．
３
８
％

 
９
５
．
０
５
％

 

令
和
４
年
度

９
３
．
８
７
％

 
９
５
．
１
６
％

 
９
４
．
０
４
％

 

令
和
３
年
度

９
２
．
４
９
％

 
９
４
．
５
９
％

 
９
２
．
８
８
％
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令
和
６
年
度
 
委
託
・
賃
貸
借
入
札
結
果
一
覧

 

令
和
７
年
６
月
９
日
現
在

 

入
札
方
式

 

項
 
 
目

 

一
般
競
争
入
札

 
指
名
競
争
入
札

 
合
 
計

 

件
数

 

令
和
６
年
度

５
５
件
（１
０
．
１
９
％
） 

４
８
５
件
（８
９
．
８
１
％
） 

５
４
０
件
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

４
７
件
（９
．
０
４
％
） 

４
７
３
件
（９
０
．
９
６
％
） 

５
２
０
件
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

４
３
件
（８
．
１
６
％
） 

４
８
４
件
（９
１
．
８
４
％
） 

５
２
７
件
（
１
０
０
％
） 

予
定
価
格
（
税
込
）
 

令
和
６
年
度

 
１
，
８
０
７
，
３
９
２
，
８
１
８
円
（３
５
．
３
８
％
） 

３
，
３
０
１
，
３
３
８
，
５
４
４
円
（６
４
．
６
２
％
） 

５
，
１
０
８
，
７
３
１
，
３
６
２
円
（１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

２
，
５
７
４
，
９
９
７
，
０
４
０
円
（４
６
．
１
４
％
） 

３
，
０
０
５
，
３
３
５
，
３
２
４
円
（５
３
．
８
６
％
） 

５
，
５
８
０
，
３
３
２
，
３
６
４
円
（１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

１
，
５
３
１
，
５
９
３
，
９
８
１
円
（３
２
．
４
９
％
） 

３
，
１
８
２
，
３
８
４
，
１
７
４
円
（６
７
．
５
１
％
） 

４
，
７
１
３
，
９
７
８
，
１
５
５
円
（１
０
０
％
） 

契
約
金
額
（
税
込
）
 

令
和
６
年
度

 
１
，
６
０
６
，
９
２
７
，
３
０
１
円
（３
４
．
４
６
％
） 

３
，
０
５
５
，
８
５
０
，
６
０
３
円
（６
５
．
５
４
％
） 

４
，
６
６
２
，
７
７
７
，
９
０
４
円
（１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

２
，
４
４
２
，
９
９
４
，
５
８
２
円
（４
７
．
２
７
％
） 

２
，
７
２
５
，
２
５
５
，
９
４
３
円
（５
２
．
７
３
％
） 

５
，
１
６
８
，
２
５
０
，
５
２
５
円
（１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

１
，
３
９
４
，
５
５
１
，
４
２
９
円
（３
２
．
６
５
％
） 

２
，
８
７
６
，
９
１
９
，
３
２
８
円
（６
７
．
３
５
％
） 

４
，
２
７
１
，
４
７
０
，
７
５
７
円
（１
０
０
％
） 

平
均
落
札
率

 

（
過
去
４
年
度
）

 

令
和
６
年
度

 
８
９
．
４
５
％

 
９
１
．
２
０
％

 
９
１
．
０
３
％

 

令
和
５
年
度

９
１
．
７
３
％

 
９
０
．
５
９
％

 
９
０
．
７
０
％

 

令
和
４
年
度

９
１
．
２
７
％

 
９
０
．
９
９
％

 
９
１
．
０
２
％

 

令
和
３
年
度

９
８
．
９
５
％

 
９
０
．
１
６
％

 
９
０
．
８
１
％
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令
和
６
年
度
 
物
品
入
札
結
果
一
覧

 

令
和
７
年
６
月
９
日
現
在

 

入
札
方
式

 

項
 
 
目

 

一
般
競
争
入
札

 
指
名
競
争
入
札

 
合
 
計

 

件
 
 
数

 

令
和
６
年
度

 
２
５
件
（１
１
．
９
６
％
） 

１
８
４
件
（８
８
．
０
４
％
） 

２
０
９
件
（
１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

２
４
件
（１
０
．
９
６
％
） 

１
９
５
件
（８
９
．
０
４
％
） 

２
１
９
件
（
１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

１
９
件
（９
．
７
９
％
） 

１
７
５
件
（９
０
．
２
１
％
） 

１
９
４
件
（
１
０
０
％
） 

予
定
価
格
（
税
込
）
 

令
和
６
年
度

 
５
５
９
，
８
７
９
，
９
５
２
円
（４
７
．
３
５
％
） 

６
２
２
，
６
２
８
，
９
０
４
円
（５
２
．
６
５
％
） 

１
，
１
８
２
，
５
０
８
，
８
５
６
円
（１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

５
５
０
，
６
５
４
，
２
４
０
円
（４
７
．
８
８
％
） 

５
９
９
，
３
０
２
，
９
７
９
円
（５
２
．
１
２
％
） 

１
，
１
４
９
，
９
５
７
，
２
１
９
円
（１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

８
８
７
，
７
３
５
，
０
２
９
円
（６
４
．
６
５
％
） 

４
８
５
，
４
８
４
，
１
３
７
円
（３
５
．
３
５
％
） 

１
，
３
７
３
，
２
１
９
，
１
６
６
円
（１
０
０
％
） 

契
約
金
額
（
税
込
）
 

令
和
６
年
度

 
５
３
１
，
６
４
３
，
８
８
１
円
（４
７
．
４
１
％
） 

５
８
９
，
６
７
９
，
８
０
５
円
（５
２
．
５
９
％
） 

１
，
１
２
１
，
３
２
３
，
６
８
６
円
（１
０
０
％
） 

令
和
５
年
度

５
１
３
，
２
４
９
，
５
９
７
円
（４
７
．
４
６
％
） 

５
６
８
，
１
９
８
，
９
２
２
円
（５
２
．
５
４
％
） 

１
，
０
８
１
，
４
４
８
，
５
１
９
円
（１
０
０
％
） 

令
和
４
年
度

８
５
５
，
１
５
７
，
８
５
２
円
（６
５
．
１
３
％
） 

４
５
７
，
９
１
０
，
７
９
６
円
（３
４
．
８
７
％
） 

１
，
３
１
３
，
０
６
８
，
６
４
８
円
（１
０
０
％
） 

平
均
落
札
率

 

（
過
去
４
年
度
）

 

令
和
６
年
度

 
９
５
．
９
２
％

 
９
４
．
８
５
％

 
９
４
．
９
８
％

 

令
和
５
年
度

９
４
．
３
８
％

 
９
５
．
２
２
％

 
９
５
．
１
３
％

 

令
和
４
年
度

９
３
．
６
６
％

 
９
４
．
６
８
％

 
９
４
．
５
８
％

 

令
和
３
年
度

９
１
．
０
３
％

 
９
４
．
２
４
％

 
９
３
．
９
６
％
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